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第１章  総則 

（名称及び事務所） 

第 １ 条  本会は、全国公立学校事務長会と称し、事務局（本部）を東京都豊島区東池袋１－３６－３池 

袋陽光ハイツ２０３号に置く。 

（目 的） 

第 ２ 条  本会は、学校事務及び事務長（職名によらず相当職とする。以下「事務長」と言う。）の職 

務等について調査研究するとともに、会員の研鑽と情報の交換を行い、もって学校教育の進 

展に寄与することを目的とする。 

（事 業） 

第 ３ 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）学校の管理運営に係わる調査、研究に関すること 

（２）事務長の職務、職制等に係わる調査、研究に関すること 

（３）会員の資質の向上に関すること 

（４）その他、目的達成に必要なこと 

 

第２章  会員及び組織 

（会 員） 

第 ４ 条  本会の会員は、公立の高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校等の事務長とする。 



（組 織） 

第 ５ 条  本会は、都道府県市立学校事務長会（相当する他団体部会等を含む。以下「事務長会」と言 

う。）をもって構成する。 

２ 会の効率的な運営と活動を図るため、全国を８地区に分け、各地区ごとに地区事務長会を 

組織する。 

３ 各地区ごとの都道府県市は、次のとおりとする。 

北海道地区      1 北海道 

東北地区        2 青森県  3 秋田県     4 岩手県    5 山形県  6 宮城県  ７ 福島県 

関東地区        8 茨城県   9 群馬県   10 栃木県  11 埼玉県 12 千葉県 

                     13 東京都 14 神奈川県 15 横浜市    16 山梨県 

東海地区       17 静岡県 18 愛知県   19 名古屋市 20 岐阜県 21 三重県 

北信越地区      22 新潟県 23 富山県   24 石川県  25 福井県 26 長野県 

近畿地区       27 滋賀県 28 京都府   29 京都市  30 奈良県 31 和歌山県 

                       32 大阪府 34 兵庫県  35 神戸市 

中国・四国地区  36 岡山県 37 広島県  38 広島市  39 山口県 40 鳥取県 

                     41 島根県  42 香川県  42 徳島県  44 高知県 45 愛媛県 

九州地区       46 福岡県 47 大分県  48 佐賀県  49 長崎県 50 熊本県 

                       51 宮崎県 52 鹿児島県 53 沖縄県 

 

第３章  役員 

（役 員） 

第 ６ 条 本会に、次の役員を置く。 

（１）会  長        １名 

（２）副会長      本部若干名、地区代表者８名 

（３）総  務       若干名 

（４）会  計        １名 

（５）会計監査        ２名 

（６）理  事       ５２名 

（７）幹  事       若干名 

（役員の任務） 

第 ７ 条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した順序に従っ 

て、その職務を代行する。 

３ 副会長（地区代表者）は、地区内の意見集約及び連絡調整の任にあたる。 

４ 総務は、会の企画、運営等、会全体の事務を処理する。 

５ 会計は、本会の会計をつかさどる。 



６ 会計監査は、本会の会計を監査する。 

７ 理事は、会務を審議するとともに会員相互の連絡にあたる。 

８ 幹事は、会務の運営を協議するとともに、その処理にあたる。 

（役員の選出） 

第 ８ 条  会長、副会長（本部）及び会計監査は、理事会において推薦し、総会で選出する。 

ただし、会長、副会長（本部）に欠員が生じたときは、理事会において選出することができる。 

また、会計監査に欠員が生じたときは、理事の過半数の承諾をもって選出することができる。 

２ 副会長（地区代表者）は、各地区事務長会の会長とし、総会で承認を得るものとする。 

３ 総務、会計及び幹事は、会長が指名する。 

４  理事は、都道府県市立学校事務長会の会長とし、当該会長が地区代表者である場合には当 

該会長の推薦する当該事務長会の副会長とすることができる。 

（役員の任期） 

第 ９ 条 役員の任期は１年とする。ただし再任を妨げない。 

２ 欠員等の補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（顧問及び相談役） 

第 10 条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。 

２ 顧問は、本会会長経験者の中から、会長が必要と認めるときは、理事会の承認を得て委嘱する。 

３ 相談役は、文教行政に関する学識経験豊かな者で、会長が必要と認めるときは、理事会の 

承認を得て委嘱する。 

４ 顧問及び相談役の任期は、１年とする。ただし再任を妨げない。 

５ 顧問及び相談役は、会長の諮問に応ずる。 

６ 顧問及び相談役は、必要に応じ総会、理事会、地区代表者会及び幹事会に出席することが 

できる。 

 

第４章  機関 

（議決機関） 

第 11 条 本会に、次の議決機関を置く。 

（１）総 会 

（２）理事会 

２ 総会及び理事会の議事は、出席会員の過半数をもって可決する。 

（総 会） 

第 12 条 総会は、毎年１回開催し、会長が招集する。 

２ 会長又は理事会が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。 

３ 総会において審議する事項は、次のとおりとする。 

（１）会長、副会長（本部）及び会計監査の選出並びに副会長（地区代表者）の承認 

（２）事業報告及び決算の承認 



（３）事業計画及び予算の承認 

（４）会則改正の承認 

（５）その他重要事項の承認 

４ 総会の議長は、その都度会員の中から選出する。 

５ 総会を開き難い場合は、理事会をもってこれに代えることができる。ただし、次期総会に 

おいて議決事項を報告するものとする。 

（理事会） 

第 13 条  理事会は、理事並びに会長、副会長、総務、会計及び幹事をもって構成し、総会に付議すべ 

き諸案件、その他重要事項について審議する。 

２ 理事会は、年２回以上開催するものとし、会長が招集する。 

３ 理事会を開き難い場合は、地区代表者会をもってこれに代えることができる。ただし、次 

期理事会において議決事項を報告するものとする。 

（執行機関） 

第 14 条 本会に、次の執行機関を置く。 

（１）地区代表者会 

（２）幹事会 

（地区代表者会） 

第 15 条  地区代表者会は、会長、副会長、総務、会計及び幹事をもって構成し、理事会に付議すべき 

諸案件、その他重要事項について協議する。 

２ 地区代表者会は、年３回以上開催するものとし、会長が招集する。 

（幹事会） 

第 16 条  幹事会は、幹事、会長、副会長（本部）、総務及び会計をもって構成し、必要に応じて会長 

が招集する。 

２ 幹事会に、次の部を設置する。 

（１）企画部 ① 庶務、運営計画、渉外、広報及び連絡調整等に関すること 

              ② 他の部に属さない事項 

（２）調査研究部 

             ①  事務長、事務職員の職務内容、処遇に関する調査・統計・資料作成に関する 

こと 

             ② 学校の管理運営についての調査研究に関すること 

             ③ 事務長の研修に関すること 

             ④ 研究発表等に関すること 

（３）特別支援部 

             ① 特別支援学校に関連した諸課題についての上記（２）に掲げた各事項に関す 

ること 

ただし、必要に応じて上記以外の部を設置することができる。 



３ 各部は、幹事をもって構成し、部長は、会長が指名する。 

（委員会等） 

第 17 条 本会は必要に応じ、委員会等を設置することができる。 

２ 委員会等に関する規程は、別に定める。 

 

第５章  事務局 

（事務局職員） 

第 18 条 本会の事務局に、専任の事務局長を置く。 

２ 必要に応じ臨時に職員（以下、臨時職員という）を置くことができる。 

第 19 条  事務局長は、会長の指示する本会の事務を処理する。 

２  臨時職員は、事務局長の指示する事務を担当する。 

第 20 条   事務局長は、第１２条、第１３条、第１５条、第１６条、及び第１７条の会議に出席し、求めに応

じて事務局説明を行う。 

第 21 条   事務局職員の任用、勤務条件、退職及び解雇、その他については、理事会の承認を得て、会 

長が別に定める。 

 

第６章  会計 

（経 費） 

第 22 条  本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもってあてる。 

（会 費） 

第 23 条  本会の会費は、会員１名当り年間３，０００円とする。 

２  必要に応じ、臨時会費を徴収することができる。また、甚大な自然災害等、特別な事情が 

あると認められるときに限り、会費を免除または減額することができる。 

（会計年度） 

第 24 条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第７章  補則 

第 25 条 本会則の施行に関し、必要な事項は、理事会で定める。 

 

附則 

１ 第９条並びに第２４条の始期は、昭和５２年度限り設立総会日から施行とする。 

２ 本会の運営に関する細則は別に定める。 

３ 第２３条の会費の改正は昭和５６年４月１日から施行する。 

４ 本会則は、平成９年８月２２日から施行する。 

５  事務局開設に伴い、会則の一部及び会費を平成１２年８月２５日に改正し、平成１３年４月１日から 

施行する。 



６ 本会則は、平成１７年８月５日から施行する。 

７ 本会則は、平成１９年８月１０日から施行する。 

８ 本会則は、平成２０年３月１日から施行する。 

９ 本会則は、平成２１年８月２１日から施行する。 

10 本会則は、平成２３年８月５日から施行する。 

11 本会則は、平成２４年８月１０日から施行する。 

12  本会則は、平成２５年８月１０日から施行する。ただし、第２３条の会費の改正は、平成２６年４月１日 

から施行する。 

  13 本会則は、令和5年８月4日から施行する。 

 

○ 研究協議会・総会開催の当番地区に関する申し合わせ事項 

（平成１８年６月３０日開催の理事会で申し合わせ） 

現行の標記申し合わせ事項（平成３年５月１０日）満了後は、現在の当番地区の順序を更新（延長） 

することを申し合わせる。 

また、改定後の当該申し合わせは、原則として期間満了後も当該順序で繰り返し更新されていくものとする。 

１ 北海道（平成２０年度）２ 東京（平成２１年度）３ 九州（平成２２年度）４ 東京（平成２３年度） 

５ 関東（平成２４年度） ６ 東京（平成２５年度）７ 中四国（平成２６年度）８ 東京（平成２７年度） 

９ 北信越（平成２８年度）１０ 東京（平成２９年度）１１ 近畿（平成３０年度）１２ 東京（平成３１年度） 

１３ 東北（平成３２年度）１４ 東京（平成３３年度）１５ 東海（平成３４年度）１６ 東京（平成３５年度） 

 

○ 研究協議会・総会開催の当番地区に関する申し合わせ事項 

（平成２７年８月６日開催の理事会で申し合わせ） 

現行の標記申し合わせ事項（平成１８年６月３０日）を以下のように改定することを申し合わせる。 

また、改定後の当該申し合わせについて、期間満了後は、改めて改定するものとする。 

１ 北信越（平成２８年度）２ 東京（平成２９年度）３ 近畿（平成３０年度）４ 東京（平成３１年度） 

５ 東北（令和２年度）６ 東京（令和３年度）７ 北海道（令和４年度） ８ 東京（令和５年度） 

９ 九州（令和６年度）１０ 東京（令和７年度）１１ 関東（令和８年度）１２ 東京（令和９年度） 

１３ 中四国（令和１０年度）１４ 東京（令和１１年度）１５ 近畿（令和１２年度） 

１６ 東京（令和１３年度） 

（令和５年６月１６日開催の理事会で年号を修正する。） 


